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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ１【石綿とは】

Ａ１

Ｑ２【石綿含有建材の製造等】

Ａ２

Ｑ３【石綿含有建材の施工箇所】

Ａ３
　石綿含有建材は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱

の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音用等に吹付け材として使用されている。石綿含有建材が使用

されているおそれのある建築物は、特に昭和５５年以前に防火地域や準防火地域に建てられた３階以

上の鉄骨造の建築物に多く、石綿含有建材が使用されているおそれのある部屋としては、調理室、浴

室、乾燥室及びボイラー室等が該当する。また、工作物の部品等として使用されていることもある。

【石綿調査算定要領第２条第１項】

　石綿含有建材はどのような箇所に使用されているか。

１　概　要

　石綿（アスベスト）にはどのような種類があるのか。

　「石綿（アスベスト）」とは、天然に算出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、アクチノライ

ト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいう。ま

た、厚生労働省基準通達（ 平成１８年８月１１日基発第0811002号）において、「石綿をその重量

の 0.1%を超えて含有する製剤その他の物」も石綿等に定義されており、石綿含有建材の判定は石綿

含有重量が 0.1%を超えるかを基準とされている。

　なお、石綿含有建材は、飛散性と非飛散性とに分かれ、解体時に石綿が飛散するか否かにより除去

作業内容が大きく異なる。また、その種類により石綿障害予防規則の適用が区別されており、レベル

１に石綿含有吹付け材、レベル２に石綿含有保温材等、レベル３に石綿含有成形板及び石綿含有仕上

塗材が定められている。

【石綿調査算定要領第2条第1項】

　石綿含有建材は、現在も製造等が行われているか。

　現在は日本において、製造、輸入、新規の使用はされていない。 石綿含有建材（石綿を0.1重量％

を超えて含有するもの）は労働安全衛生法施行令により、平成18年（2006年）年9月から、製造・

使用等が全面的に禁止されている。

【石綿調査算定要領３条第１項】
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ４【石綿含有建材の種類】

Ａ４

　石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等、石綿含有成形板及び石綿含有仕上塗材とは何か。

　石綿を0.1％超えて含む材料の内、以下のとおりとされている。

　○石綿含有吹付け材･･･吹付け工法で建築基準法の耐火物などの鉄骨、はり柱等に石綿とセメント

　　の合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として施工された材料である。主に、ビ

　　ルの機械室、ボイラ室等の天井に吸音、結露防止として使用されている。

　○石綿含有保温材等･･･吹付け材の代わりに、鉄骨の梁や柱、エレベーター周辺などに張り付けら

　　れている材料である。主に、エレベーター、ボイラ本体およびその配管、空調ダクト等の保温

　　材として使用されている。

　○石綿含有成形板･･･工場で石綿と他の材料を混和し、所定の形に仕上げ、工事現場に持ち込まれ

　　る材料である。主に、建築物の天井、壁等の石綿含有成形板、床の石綿含有ビニル床タイル等

　　に使用されている。

　〇石綿含有仕上塗材･･･吹付け、ローラー塗り、こて塗りなどによって立体的な造形性をもつ模様

　　に仕上げる材料である。主に、建築物の内外壁又は天井等に使用されている。（Q5参照）

　【石綿調査算定要領第２条第１項】

　（目で見るアスベスト建材（第２版）国土交通省発行参照）

目で見るアスベスト建材（第２版）国土交通省発行から
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

目で見るアスベスト建材（第２版）国土交通省発行から
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

目で見るアスベスト建材（第２版）国土交通省発行から
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

目で見るアスベスト建材（第２版）国土交通省発行から
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ５【石綿含有仕上塗材の取扱い】

Ａ５

（出典：日本建築仕上材工業会HP）

　石綿含有仕上塗材はどのように取り扱うのか。

　「石綿含有仕上塗材の飛散防止対策通知」により、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材は大

気汚染防止法施行令第３条の３第１号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱が定められていた

が、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正により令和３年４月以降は工法に関係なくレベル３

建材として取り扱うこととする。

　ただし、吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトについてはこれまでと同様に「吹付け石

綿」に該当するものとして取り扱う必要があるため注意が必要である。

　なお、石綿含有建材に関する法令や通知等が改正された場合には、当該改正内容に応じた取扱いが

必要となることから、最新の状況を確認した上で算定する必要がある。

【石綿調査算定要領第２条第１項】

吹付け施工の例（リシン） 吹付け施工の例（スタッコ模様） ローラー施工の例
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ６【石綿に関する法的規制】

Ａ６

2　関係法令

　石綿に関する法的規制はどのようなものがあるのか。

　石綿に関する主な法令規制は以下のとおりとされている。

　１．建築基準法

　　　建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹

　　付け石綿等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕･模様替の際に除去を義務づけられて

　　いる。ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を

　　許容されている。

　２．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（略称：建設リサイクル法）特定の建設資材の

　　　分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正

　　処理を図ることを目的として、対象建設工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準

　　の一つとして特定建設資材に付着している吹付け石綿等の有無に関する調査を行うこと、付着物

　　の除去の措置を講ずること等を規定されている。

　３．労働安全衛生法（石綿障害予防規則（略称：石綿則）を含む）

　　　職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、石綿を重量の0.1％を超えて含有する

　　製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者への石綿ばく露防

　　止措置等を規定されている。

　４．大気汚染防止法（略称：大防法）

　　　事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、

　　被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基

　　準（吹付け石綿、石綿を含有する保温材等の除去等）を規定されている。

　５．廃棄物の処理及び清掃に関する法律（略称：廃棄物処理法）

　　　廃棄物の排出抑制、適正処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを

　　目的として、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定されている。

　６．宅地建物取引業法

　　　建物について、石綿使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説

　　明として建物の購入者等に対して説明することを規定されている。

　７．住宅の品質確保の促進等に関する法律

　　　住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「石綿含

　　有建材の有無等」などを規定されている。

-9-



石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ７【石綿調査の対象物件①】

A７

Ｑ８【石綿調査の対象物件②】

Ａ８

Ｑ9【石綿含有建材の調査方法】

Ａ９

　建物登記簿や既存図等により調査対象の建物等の着工年月、使用されている建築材料の種類の調査

を行うとともに、現地で目視による建築材料の確認および施工業者等への聞き取り等を行うものであ

る。なお、目視とは単に目で見て判断することだけではなく、部材の製品情報などを確認することを

いう。

【石綿調査算定要領第３条第１項】

　石綿含有建材の調査は具体的にどのように実施するのか。

3　調　査

　石綿調査とは、どのような建物等の場合に行うのか。

　厚生労働省と環境省が発行している「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

防止対策徹底マニュアル」では、「平成１８（2006）年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止され

ていることから、解体等工事が次の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に

該当することが設計図書その他の書面により明らかであって、当該建築物等以外の建築物等を解体

し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、その後の書面による調査及び目視によ

る調査は要しない」こととされている。

　以上のことから石綿調査とは石綿の製造・使用等が禁止された平成18年９月以降に着工した建物

等を除き、全ての建物建築物及び工作物について調査する必要がある。

【石綿調査算定要領第３条第１項】

　石綿要領第３条第1項に「ただし、石綿の製造・使用等が禁止された平成18 年９月以降に着工した

建物等を除く。」と規定しているが、着工年月を特定したうえで、石綿調査を行う必要があるのか。

　建築年月により平成18 年９月以降に着工した建物等であることが明らかな場合は、着工年月を特

定する必要はない。ただし、建築年月から平成18 年９月以降に着工した建物等であるか判断できな

い場合は、建築士等の専門家の意見により石綿調査の必要性を判断するものとする。

　なお、平成18 年９月以降に着工した建物等であるか判断できない場合は、石綿要領により、石綿

調査を行う必要がある。

【石綿調査算定要領第３条第１項】
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ10【石綿含有仕上塗材の調査方法】

Ａ10

Ｑ11【建築物石綿含有建材調査者等の専門家】

Ａ11

Ｑ12【分析調査の方法】

Ａ12

　建築物石綿含有建材調査者及びアスベスト診断士等の「等」には、建築物石綿含有建材調査者、石

綿作業主任技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業の経験を有する者、日本アスベスト調査診断

協会に登録された者、アスベスト診断士の有資格者及び自治体が要件を定めた者及び一級建築士等が

該当する。

【石綿調査算定要領第３条第１項第二号二】

　分析調査とは、どのような調査を行うのか。

　分析調査とは石綿調査算定要領第２条第４項及び第６条第3項に規定するとおり「試料採取→検体

分析→補修」までの一連の作業をいう。なお、分析調査は、定性分析を行い、石綿の有無を判定する

こととする。

　また、分析調査は、関連する日本産業規格（JIS＝Japanese Industrial Standardsの略）に石綿

含有率測定方法として、JIS A 1481 が制定されており、当該規格における定性分析は下表のとおり

２部から構成されている。

　なお、どの規格の分析方法によるかは、専門機関に確認し決定することとなる。

【石綿調査算定要領第６条第３項】

　石綿含有仕上塗材使用の有無はどのように調査するのか。

　石綿含有仕上塗材の調査については、石綿含有成形板と同様に取扱うこととなるが、Q5のとおり

一部の仕上塗材（吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライト）については石綿含有吹付け材と同

様に扱うこととなる。

　なお、石綿含有仕上塗材の調査にあたっては、日本建築仕上材工業会が公表している「アスベスト

含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート調査結果」により石綿含有仕上塗材の種類、販売期

間、石綿含有量の概要が確認できる。そのため、これらの情報も参考に要領第３条第1項第１号又は

２号の調査を実施することとなる。

【石綿調査算定要領２条第１項及び第３条第１項】

（「アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材の概要」日本建築仕上材工業会公表参照）

　石綿調査算定要領第３条第１項第二の「建築物石綿含有建材調査者及びアスベスト診断士等の専門家

の意見を参考」とありますが、「等」にはどのような資格が該当するのか。

JIS A 1481規格群 分析方法 概要

JIS A 1481-1

市販パノレク材からの試

料採取及び定性的判定方

法

建材等のバルク材中の石綿を主に光学顕微鏡で定性分析す

る方法を示したもの

JIS A 1481-2 

試料採取及び石綿含有の

有無を判定するための定

性分析方法

従来のJIS A 1481 の定性分析部分と定量分析部分に対応

しており、2014年の改訂で、光学顕微鏡とX 線回折分析

を用いて行う定性分析する方法を示したもの
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参考資料
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ13【分析調査の依頼先】

Ａ13

Ｑ14【分析調査と石綿除去処分費の同一機関への見積依頼】

Ａ14

Ｑ15【非飛散性石綿の取扱い】

Ａ15

Ｑ16【分析調査に伴う試料採取拒否の取扱い】

Ａ16

　石綿要領第３条第１項第一号ロ及び同条同項第二号二により、分析調査を実施するにあたって建物等

の所有者から試料採取を拒否された場合はどのように取り扱えばよいか。

　「石綿含有吹付け材」「石綿含有保温材等」については、建物等の所有者の協力が得られず、石綿

要領第３条第１項第一号ロにかかる分析調査を実施できない場合には、対象石綿の有無を特定できな

いため、石綿の除去処分費用は算定対象外とする。

　「石綿含有成形板」「石綿含有仕上塗材」については、建物等の所有者の協力を得られず、石綿要

領第３条第１項第二号ロにかかる分析調査が実施できない場合には、対象石綿の有無を特定できない

ため、石綿の除去処分費用は算定対象外とする。

【石綿調査算定要領第3条第1項第一号ロ、同条同項第二号二及び第６条第２項】

　分析調査と石綿除去処分費の見積等は、 同一機関に依頼すべきか。

　分析調査及び石綿除去処分費の見積は、石綿要領第６条第１項、第７条第２項及び第4項に基づ

き、それぞれの専門機関に見積もりを依頼する。

【石綿調査算定要領石綿要領第６条第１項、第７条第２項及び第4項】

　補償対象は、飛散性石綿製品のみを対象とするのか。

　石綿含有重量が０．１％を超える石綿成形板使用箇所の解体作業等については、 石綿則第１３条

及び第１４条の規定により飛散防止措置を行う必要があるため、非飛散性石綿であっても、関係法令

を遵守するよう適正に算定するものとする。

【石綿調査算定要領７条第１項】

　分析調査の依頼先にはどのようなところがあるのか。

　分析調査を行う必要が生じた場合は、 分析能力を有する解体業者または（公社）日本作業環境測

定協会及び（一社）日本環境測定分析協会が公表する石綿含有率分析可能機関等に依頼することとな

る。

（公社）日本作業環境測定協会（https://www.jawe.or.jp/）

（一社）日本環境測定分析協会（https://www.jemca.or.jp/）

【石綿調査算定要領第６条第１項】

４　算　定
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ａ17

Ｑ18【石綿含有成形板および石綿含有仕上塗材の除去処分に要する算定方法】

Ａ18

Ｑ17【みなし含有によることが困難な場合】

　石綿要領第３条第１項第二号二の「みなし含有」によることが困難な場合とは。

　建材の製品情報が確認できず、かつ建材の設置年月が平成18年９月以降か否かの特定ができない

等石綿要領第３条第１項第二号イの調査及び専門家の意見においても石綿の使用を明らかにすること

ができない場合や、石綿含有仕上塗材として吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトが施工さ

れているため吹付け石綿として対応する必要がある場合等が該当する。

【石綿調査算定要領第３条第１項第二号ロ及びニ】

　「石綿含有成形板」「石綿含有仕上塗材」の除去処分に要する費用の算定については、どのように取

り扱えばよいか。

　（参考資料）レベル別石綿調査算定フローに基づいて、以下のとおりとする。

①石綿除去処分費の算定･･･石綿含有成形板の除去にあたり作業場所の隔離の必要もなく、当該建材

を手作業で除去後は通常解体と同様の作業となる等、手機械併用こわしの適用が妥当と判断される場

合は、標準書単価により解体費用を算定することとし、廃材量は建物廃材数量統計値により算出する

こととする。

②石綿除去処分費の算定･･･①以外の場合で、石綿含有成形板のうち「けい酸カルシウム板１種」を

切断等の方法により除去する作業や石綿含有仕上塗材を電動工具を用いて除去する場合等、作業場所

の隔離および常時湿潤な状態に保った上での除去処分が必要と判断される場合は、通常の撤去処分費

に、専門業者から見積もった石綿除去処分費用を加算することとする。

【石綿調査算定要領第７条第４項】
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

Ｑ19【諸経費・共通仮設費の算定方法】

Ａ19

Ｑ20【石綿含有吹付け材の対策に伴う解体工法】

Ａ20

　石綿含有吹付け材の対策には除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法の3工法がある。なお、対象

建物や移転工法に応じて①～③のうち適切な工法を採用することとする。

①除去工法

　既存の石綿含有吹付け材の層を下地から取り除く工法。リムーバル工法とも呼ばれる。最も推奨さ

れる工法。

②封じ込め工法

　既存の石綿含有吹付け材の層はそのまま残し、石綿層へ薬剤の含浸若しくは造膜材の散布等を施す

ことにより、石綿含有吹付け材の層の表層部又は全層を完全に被覆または固着・固定化して、粉じん

が使用空間内ヘ飛散しないようにする工法。エンカプスレーション工法とも呼ばれる。

③囲い込み工法

　既存の石綿含有吹付け材の層はそのまま残し、石綿含有吹付け材の層が使用空間に露出しないよ

う、板状材料等で完全に覆うことによって粉じんの飛散防止、損傷防止等を図る工法。カバーリング

工法とも呼ばれる。工事にあたっては石綿層に触れないことや、間接的な衝撃も与えないような注意

が必要となる。

 【石綿調査算定要領第７条第１項】

　石綿含有吹付け材が含まれる建物等を解体する際の対策はあるのか。

　石綿除去処分費について、諸経費・共通仮設費はどのように取り扱えばよいか。

　（参考資料）レベル別石綿調査算定フローにおいてレベル１、レベル２の「石綿除去処分費の算

定」及びレベル３の「②石綿除去処分費の算定」と判断した場合は、通常の算定（フロー上「石綿使

用なし」の場合に該当する通常の撤去処分費）とは別に専門業者から石綿則等の関係法令に準拠した

除去処分に要する費用の見積を徴することとなる。

　なお、補償金の算定上は、単独で一発注として取り扱い、諸経費・共通仮設費についても、その見

積書掲載の額を採用することとなるため、石綿除去処分にあたっての事前調査や関係機関への届け出

等にかかる費用を含めた諸経費等の見積を徴する。見積書掲載の額を採用する場合には、解体直接工

事費の積算には含めず、取りこわし工事費に別途加算する等、諸経費等の重複計上がないよう適切に

算定する必要がある。

　また、同フローにおいてレベル３の「①石綿除去処分費の算定」と判断した場合は、木造建物調査

積算要領〔軸組工法〕、木造建物調査積算要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕およ

び非木造建物調査積算要領における諸経費率・共通仮設費率を適用することになり、石綿除去処分に

あたっての事前調査や関係機関への届け出等にかかる費用については、上記により積算した共通仮設

費に含まれることになる。

【石綿調査算定要領第７条第２項及び第４項】
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５　参考資料
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石綿調査算定要領の解説（Ｑ＆Ａ）

（参考資料）石綿含有建材存否判定資料 

 

１ 建築基準法及び都市計画法に基づく石綿含有建材の使用例 

耐火建築物又は準耐火建築物には、石綿含有吹付け材（いわゆるレベル１）及び石綿 

含有保温材等（いわゆるレベル２）の使用が推定されることから、調査にあたっては表１ 

及び表２を参考とすること。なお、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建 

築物の判定にあたっては、建築時における建築基準法を参考とすること。 

 

表１ 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物 

  

用途 

耐火構造 

60 分準耐火構造 

 

45 分準耐火構造 

※1  当該用途に供する階 当該用途の床面積 

劇場、映画館、演芸場、観覧場、

公会堂、集会場 

・3階以上の階 

・主階が 1 階にない 

※2  

・客席の床面積が 

200 ㎡以上 
  

病院、診療所、ホテル、旅館、

児童福祉施設等 

・3階以上の階  

 

・2 階の床面積が

300 ㎡以上 

下宿、共同住宅、寄宿舎 
・3 階建ての 3 階 

※3  

学校、体育館、博物館、美術館、

図書館、ボーリング場、スキー

場、スケート場、水泳場、 

スポーツの練習場 

・3階以上の階  
・3 階建ての 3 階 

※3  

・2階以下の 

 床面積が 

2000 ㎡以上 

百貨店、マーケット、展示場、

キャバレー、カフェー、ナイト

クラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、公衆浴場、待合、 

料理店、飲食店、物品販売業を

営む店舗 

・3階以上の階 
・床面積が 

3000 ㎡以上 
 

・2階の床面積が 

500 ㎡以上 

自動車車庫、自動車修理工場、

映画スタジオ、テレビスタジオ 
・3階以上の階   

・床面積が 

150 ㎡以上 

倉庫  
・3階以上の床面積 

が 200 ㎡以上 
 

・床面積が 

1500 ㎡以上 

※1：建築基準法第 2条 9号の 3のロに規定されているロ準耐火建築物を含む。  

※2：劇場、映画館、演芸場に限る。 

※3：建物周囲に幅員 3ｍ以上の通路を設けるなどの要件を満たすものに限る。 
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※

　

専門家の意見

石綿含有吹付け材(レベル1） ・石綿含有保温材等（レベル2）

 （１）目視調査・既存図調査・建物等の所有者等へ聞き取り調査
レベル１～３については、石綿障害予防規則
による作業等の実施方法について、建設業
労働災害防止協会が定めた作業レベルの
名称である。 （石綿調査表の作成）

　

(参考資料)  レベル別石綿調査算定フロー

①石綿使用なし ②石綿使用あり

①石綿使用なし
②石綿使用の可能性あり、

または不明

（２）分析調査を実施

 （調査承諾確認書の作成）

 (石綿調査表の作成)

  (石綿施工状況図の作成)

  (写真撮影方向図の作成)

通常の算定

通常の撤去処分費

石綿除去処分費の算定

石綿含有成形板・石綿含有仕上塗材(レベル3）

（１）目視調査・既存図調査・建物等の所有者等へ聞き取り調査

①石綿使用なし ②石綿使用あり みなし含有の判断

 (石綿施工状況図の作成)

 (写真撮影方向図の作成)

（２）②分析調査の実施

 (石綿施工状況図の作成)

 (調査承諾確認書の作成)

通常の算定

通常の撤去処分費

 (写真撮影方向図の作成)

（２）①みなし含有

①石綿使用なし

(石綿施工状況図の作成)

(写真撮影方向図の作成)

通常の算定

通常の撤去処分費

（３）算定方法の検討

①石綿除去処分費の算定 ②石綿除去処分費の算定

石綿含有成形板等の除去
にあたり作業場所の隔離の
必要もなく、当該建材を手作
業で除去後は通常解体と同
様の作業で手機械併用こわ
しの適用が妥当と判断され
る等の場合

石綿含有成形板等の除去
にあたり作業場所の隔離お
よび常時湿潤な状態に保っ
た上での除去処分が必要と
判断される等の場合

②石綿使用あり
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（参考資料）大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について（１／２）

＜一部抜粋＞
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（参考資料）大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について（２／２）
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